
なかはらミュージカル実行委員会規約 

 

 

（名称） 

第１条 当会は、なかはらミュージカル実行委員会と称する。 

 

（事務所） 

第２条 当会は、主たる事務所は、神奈川県川崎市中原区下沼部１７６７に置く。 

 

（目的及び事業） 

第３条 当会は、地域人材を活用した音楽・芸術の振興、地域の魅力の発信、幅広い年

齢層の区民の交流を行うことを目的として、次に掲げる非営利活動を行う。 

（１）ミュージカルの企画 

（２）ミュージカルの運営 

（３）ミュージカルの広報 

（４）その他事業実施に関する業務 

 

（会員） 

第４条 会員の入会については、次の条件を全て満たすことを要する。 

（１）当会の目的に賛同すること。 

（２）法令または公序良俗に違反する行為をしないこと。 

（３）１８歳以上であること。 

（４）実行委員会の２分の１の同意があること。 

 

（役員） 

第５条 当会に次の役員を置く。 

（１）委員長（代表）  １人 

（２）副委員長 １人以上 

（３）会計   １人以上 

（３）書記   １人以上 

（４）会計監査 １人以上 

２ 役員は、委員の互選により選出する。ただし、会計監査は、ほかの役員を兼ねるこ

とができない。 

３ 役員の職務は、次のとおりとする。 

（１）委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

（２）副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、

その職務を代行する。 

（３）会計は、委員会の会計を処理する。 

（４）書記は、本会の記録事務を遂行する。 

（５）会計監査は、委員会の会計を監査する。 

４ 役員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

（機関） 

第６条 当会に運営委員会を置く。運営委員会は委員長が招集し、会の運営、会の経理、

その他必要事項を審議する。 

 

（会計） 

第７条 当会の運営は、寄付金品、出演者の負担金、事業に伴う収益その他の資産をも

って行う。 

２ 当会の予算及び決算関係書類は、委員長が作成する。 

 



（会則の変更） 

第８条 会則の変更は、実行委員全体の３分の２の同意を得なければならない。 

 

（委任） 

第９条 これに定めのない事項は、委員長が別に定める。 

 

（除名） 

第１０条 会の目的に反する行為のあった場合、実行委員会は委員を除名できる。除名

には委員全体の３分の２の同意を必要とする。 

 

附記 この規約は、なかはらミュージカル実行委員会成立の日から実施する。 

 

 

 


